
 

尾鷲市農業委員会 令和８年４月定例会 議事録 

 

１．開催日時：令和８年４月６日（月）午前１０時００分から午前１０時４０分 

２．開催場所：尾鷲市立中央公民館１階小会議室Ａ（円卓） 

３．出席委員（９名） 

    

委員         １番 庄司 和稔 

２番 北村 都志雄 

４番 野田 泰史 

５番 黒 次美 

６番 三鬼 早織 

７番 日下 浩辰 

８番 塩津 史子 

 

 

農地利用最適化推進委員  相賀 康史 

農地利用最適化推進委員  濵野 薫久 

 

                   

４．欠席委員     会長 ３番 髙村 敦夫 

 

 

５．議事日程 

１．その他 

 

 

６．農業委員会事務局職員 

 事務局長     芝山 有朋    

事務局次長    野田 憲市    

事務局書記    川村 星太 

 

 

 

 



７．会議の概要 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 
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 定刻となりましたので令和８年４月の農業委員会を始めますのでよろ

しくお願いします。 

本日は髙村会長が欠席となっております。署名委員は〇番の〇〇さん、

〇番の〇〇さん、よろしくお願いします。 

それでは事項書に沿って進めさせていただきます。今回の議題はその他

です。では事務局からです。 

 

 

おはようございます。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。人事

異動がありまして、４年間お世話になっておりました野田主幹が商工観光

事業推進課勤務となりました。４月から水産農林課の名称が水産農林事業

推進課へと変わったのですが、同じく、商工観光課も商工観光事業推進課

へと変わっております。そちらの課で、ふるさと納税の担当となりました。 

その代わりに市民サービス課の方から佐々木誠という係長が新たに着

任をしております。本日は欠席させていただいておりますので、来月ご挨

拶いたします。また、担当といたしましては、川村が継続させてもらいま

す。本年度も変わりなくどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。 

 

 

４年間でしたけど、本当にありがとうございました。初めて一次産業の

セクションに来て、農業ということでまずは甘夏有機栽培など、なんとか

尾鷲の農業を続けていけるようにと携わらせていただきました。遊休農地

が増えてくる中で、農地バンクや市民農園を進め、市民農園も２０名程の

方に使っていただいております。やはり、土を触り食べ物を作るというこ

とは、この日本では大事なことであり、地域でも残していかなければいけ

ないことだとあらためて思いました。 

農業委員の皆さんにも長い期間ご尽力いただいており、先に卒業してい

くのは本当に心苦しいですが、尾鷲の農業を残してけるよう今後ともご協

力いただければと思います。 

今後は商工観光のふるさと納税担当として、海産物や農産物、森林資源

を取り扱っていくこととなります。この４年間で勉強させていただいたこ

とを生かして、尾鷲の一次産業をしっかり残していけるようにできたらと



 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思っております。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございまし

た。お世話になりました。 

 

 

それでは、今回審議案件なしということで、お配りさせていただいた農

地バンクのご紹介をさせていただければと思います。 

 

お手元の資料の１ページからご説明させていただきます。 

今回登録がありましたのは、大阪府○○市○○町○○在住の○○さんとい

う方です。 

農地の所在は尾鷲市○○町○○番○○で地目が田となっています。面積

は○○㎡です。２ページに位置図（航空図）を載せさせていただいており

ますが、かなり山の方で、○○からずっと上の方へ行き、高架線をまっす

ぐ行ったかなり上の方となっております。 

農地の状況は２ページの左下に記載のとおり、獣害対策等はなし、日当

たりは普通、水はけも普通、見たところ水源もなしです。３ページの方に

現況の写真を載せております。一部マルチシート等が敷いてありますが、

敷いていない部分はこのように草が生えてしまっている状況です。駐車場

はなしで、倉庫がありとなります。この方も昨年に実施させていただいた

農地利用意向調査で農地バンクの利用希望のご返信をいただいた方で、今

回登録となりました。こちらについてのご紹介は以上となります。 

 

続きまして、４ページをお願いします。○○市○○在住の○○さんとい

う方で、農地の所在が尾鷲市○○町の○○と○○、○○、○○、○○の５

筆で、地目はすべて畑です。５ページに航空図を載せております。全部同

じところになりますが、こちらも○○のかなり山に近いところとなりま

す。日当たりは良、獣害策は一部施工済み、水はけ普通、水源なし、駐車

場スペースはなしです。 

６ページが現況の写真です。かなり山に近い部分なので、獣害があると

思います。 

７ページは次の登録の案件です。先ほどの農地の川を挟んで対岸のとこ

ろにあります。８ページの赤枠で囲んでいるところがおそらくここであろ

うという農地で、筆が分かれていてかなり小さいところになっておりま

す。状況は先ほどの農地と大体同じです。 

９ページにあります登録番号２５番は、先ほどの農地から１段上がって
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事務局 

上の部分にあり、広さはかなり広いのですが、ここも山に面しており獣害

が予想されます。１０ページに現況の写真を載せております。 

続きまして１１ページです。１１ページは先ほどの農地からさらにもう 

１段上にあり、横長の農地になっております。農地の状況は１２ページに

載せておりまして、山のすぐ近くの農地です。耕作放棄されているような

状況です。 

続きまして１３ページをお願いします。１３ページは先ほどの農地のす

ぐ隣です。１４ページに載せておりますが、赤枠のところがおそらくここ

であろうというところで、なぜかここだけ筆が分かれているような状況で

す。面積も調べたら○○㎡だったのですが、とりまとめて載せさせていた

だいております。 

次のページに農地バンクの今の登録状況一覧表を載せております。今回

の○○の農地と○○の５筆を合わせて２７件目になりまして、２７件中現

在成約が３件となっております。 

 

 

５ページの２３番は隣接する住宅の方の農地ですか。 

 

 

この○○町の農地の方は〇〇市在住で相続されて、地元に親族の方も誰

も残っていないようです。別の土地のようです。 

 

 

２７番の農地は通路のようで面積も小さく、農地バンクに登録するには

ふさわしくないかと思われるので、申請者の方と連絡をとり、削除しまし

ょう。 

 

 

２２番もどちらかというと雑種地のようですね。 

 

 

２２番は道の横ですか。 

 

 

はい。道のすぐ横で、車が通れるところです。 
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議長 

 

 

駐車場スペースは無いのですね。 

 

 

そうですね。条件としては色々厳しいですが。 

まだ申請が来ているものもありますし、また次回以降の委員会で紹介さ

せていただきます。 

 

あと、年間のスケジュール表をお渡ししていると思いますが、次回が５

月８日の金曜日です。ゴールデンウィーク明けの金曜日となりますので、

またお願いします。 

 

 

それではこれにて、令和８年４月の農業委員会を閉会いたします。あり

がとうございました。 

  

 

議事録署名委員 

 

 

 

 

議事録署名委員 


